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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、書面交付

請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の

皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお

送りいたします。

第79回定時株主総会資料

電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく

書面交付請求による交付書面に記載しない事項

　　●　事業報告

　　　「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」

　　●　連結計算書類

　　　「連結株主資本等変動計算書」

　　　「連結注記表」

　　●　計算書類

　　　「株主資本等変動計算書」

　　　「個別注記表」

　 第79期（2025年４月１日～2026年３月31日）
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

１．業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制、その他当社の業務並びに当社及び当社の子会社から成る企業集団におけ

る業務の適正を確保するための体制について決議した事項は、次のとおりで

あります。

Ⅰ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１) 当社及び当社グループの全役職員は、法令並びに社会の構成員として

企業人、社会人に求められる倫理や価値に基づき誠実に行動し、公正適

正な経営を実現する。

（２) 取締役会は、取締役会規程によりその適切な運営が確保されてい

る。取締役会は毎月１回開催することを原則とし、必要に応じて随時開

催している。取締役会により取締役間の意思疎通を図り、また、相互に

業務執行を監督するとともに､必要に応じて外部の専門家を起用するこ

とで､法令･定款違反行為の発生を未然に防止する体制を構築している。

　取締役が他の取締役の法令･定款違反行為を発見した場合には、直ち

に監査等委員会及び取締役会に報告し､その是正を図ることとしている｡

（３) 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行は、監査等委

員会の定める監査の方針及び分担に従い、監査対象としている。

Ⅱ 業務の適正を確保するための体制

（１) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役の職務の執行に係る情報は文書または電磁的記録により管

理、保存する体制としている。

② 文書の保存期間その他の管理は文書管理規程に、電磁的記録の保存

その他管理は情報資産管理規則により行う体制としている。

（２) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスクの管理については、迅速かつ的確に対応すべくリスク管理規程

及び事業継続計画を整備し、事業の継続を確保するための体制を構築し

ている。

（３) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、原

則として月１回取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開

催している。

② 会社の業務執行に関わる重要事項は、事前に常務会において検討、

審議のうえ取締役会において執行決定を行う体制としている。

③ 取締役会の決定に基づく業務執行は、組織規程、業務分掌規程によ

り、責任者及び権限の詳細について定めることとしている。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（４) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

① コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程及び倫

理綱領を定めている。

② 法令及び社会倫理の遵守並びに内部監査のための体制として社長直

轄の組織となる内部監査室を置き、次の業務を行う。

イ. コンプライアンス体制の整備及び維持のための調査を行う。その

結果に基づき、必要に応じて各担当部署にて規則、ガイドラインの

策定、研修の実施を行う。

ロ. 内部監査部門として業務の執行状況が定められた規程その他の基

準に適合しているかどうかを定期的に監査し、結果について社長に

報告するとともに執行部門にも還元し、業務執行の精度向上を図

る。

③ 取締役は当社における重要な法令違反その他コンプライアンスに関

する重要な事実を発見した場合には直ちに監査等委員会及び取締役会

に報告し、是正を図る体制としている。

④ 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告

体制として、内部監査室を受領者とする社内通報窓口を設け、内部通

報制度に基づいてその運用を行っている。

（５) 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す

るための体制

① グループ会社における業務の適正並びに子会社の取締役等及び使用

人の職務の執行が法令及び同社の定款に適合することを確保するた

め、当社の役員が各会社役員等として関与し、各会社の業務執行の適

正性を確保する体制としている。また、内部監査室は子会社の内部統

制監査を実施して、リスク管理体制の有効性について評価し、その改

善を図ることとしている。

② 子会社の経営意思を尊重しつつ、重要事項は関係会社管理規程に基

づき当社に報告を求める体制としている。また、子会社との定期的な

情報交換の場を設けて、問題意識の共有化並びに対応についての効率

化を確保する体制としている。

（６) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並び

に監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である

取締役を除く。）からの独立性及び当該使用人に対する実効性の確保に

関する事項

① 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場

合には、取締役会は監査等委員会と協議の上、補助すべき使用人を指

名する体制としている。監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置

かないこととしている。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

② 指名された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲し、取締役会の

指揮命令は受けないものとする体制としている。また、当該使用人が

他部署の職務を兼任する場合には、監査等委員会の指示を最優先して

従事しなければならない。

（７) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監

査等委員会への報告に関する体制、その他の監査等委員会の監査が実効

的に行われることを確保するための体制

① 監査等委員は取締役会において取締役から重要な報告を受ける体制

としている。また、必要に応じて業務執行に係る重要な事項につい

て、取締役及び使用人に対して説明を求める体制としている。

② 「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査基準」に基づく独立

性と権限により、監査の実効性を確保する体制としている。

③ 内部監査室及び会計監査人と密接な連携を保っており、それぞれの

監査の結果が報告される体制により、自らの監査成果の達成を図る体

制としている。

④ 当社及び子会社の取締役等及び使用人等は、内部通報制度を利用し

て、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を社内通報

窓口に通報できる体制になっており、通報内容は当社の監査等委員会

または子会社の監査役に適時報告される。通報または監査等委員会へ

報告した者が当該行為を理由に不利な取扱いがされないよう、内部通

報規程に基づき、通報者を保護する体制としている。

（８) 監査費用等の処理に係る方針

　監査等委員より監査費用の前払いまたは償還等の請求があった場合

には、その職務の効率性及び適正性に留意し、監査業務に支障がない

よう速やかに当該費用または債務を処理する。

（９) 財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社及び当社の子会社からなる企業集団は、財務報告に係る内部統

制の基本方針に基づき、正確で信頼性のある財務報告を行う体制とし

ている。

（10) 反社会的勢力排除に向けた体制

① 当社は、役職員が業務を遂行する上での基本原則である倫理綱領に

基づき、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、企業の健全な事業活動

を妨げる反社会的勢力との取引その他一切の関係を遮断し、反社会的

勢力から不当な要求等を受けた場合には、組織全体として毅然とした

態度で対応している。

② 倫理綱領に則り、反社会的勢力排除の統括管理部門である業務部の

主導のもと、研修等の実施を通じて役職員へ周知させ、反社会的勢力

との関係断絶に対する意識の向上に努める。

③ 反社会的勢力排除に向け、平素から警察や弁護士等の外部専門機関

との連携を密にして情報交換を行い、迅速に対応できる体制を構築し

ている。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社では、上記業務の適正を確保するための体制に関して、「内部統制シ

ステムの構築の基本方針」に基づき、体制の整備及びその運用に努めており

ます。当事業年度における当該体制の運用状況の概要は次のとおりです。

（１) 取締役の職務執行について

　取締役会は、監査等委員３名を含む取締役７名で構成されておりま

す。当事業年度は、11回開催しており、各議案や各報告について、審

議、業務執行の状況等の監督や相互間の意見交換を行っております。

（２) 使用人の職務執行について

　コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンス規程」及び

「倫理綱領」を定めており、使用人には、入社時に「倫理綱領」を配布

し、法令遵守を周知徹底しております。また、社長直轄である「内部監

査室」を設け、「内部監査実施要項」に基づき、各部門を定期的に監査

しております。

　法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体

制として、内部監査室を受領者とする社内通報窓口を設けております。

また、外部窓口として顧問弁護士に依頼し報告を受けております。「内

部通報制度規程」に基づき、内部監査室が運用を行い、その運用状況に

ついては適時取締役会に報告しております。

（３) 当社グループにおける業務の適正を確保する取組みについて

　当社グループにおいて、当社及び各子会社の代表者を構成員とする代

表者会議を月例で開催しており、各子会社の業務執行の計画、月次の進

捗状況等について報告を受け、助言等を行っております。

　また、当社内部監査室は、「内部監査実施要項」に基づき、各子会社

の内部統制監査を実施し、リスク管理体制の有効性について評価し、そ

の改善を促し、当該結果を当社社長に報告しております。

（４) 監査等委員の職務執行について

　当事業年度において監査等委員会を11回開催しており、経営の適法

性、コンプライアンスに関して意見交換を行い、取締役の業務執行につ

いて厳正な監視を行っております。また、取締役会では、経営の重要事

項の決定や業務執行について有益な助言を行っております。

　監査等委員会は、四半期ごとに会計監査人と会計監査に関するディス

カッションを行っており、会計監査人との連携を密にして監査を行って

おります。
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連結株主資本等変動計算書

（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2025年４月１日期首残高 2,000,000 1,394,290 5,789,501 △71,219 9,112,572

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △62,245 △62,245

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

280,054 280,054

自 己 株 式 の 取 得 △200,381 △200,381

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 217,809 △200,381 17,427

2026年３月31日期末残高 2,000,000 1,394,290 6,007,310 △271,600 9,130,000

その他の包括利益累計額

純 資 産
合 計

そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2025年４月１日期首残高 655,210 655,210 9,767,782

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △62,245

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

280,054

自 己 株 式 の 取 得 △200,381

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

286,752 286,752 286,752

連結会計年度中の変動額合計 286,752 286,752 304,180

2026年３月31日期末残高 941,962 941,962 10,071,963

連結株主資本等変動計算書

－ 5 －
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連結注記表

連結注記表

　当社の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書は会社計算規則（平成

28年１月８日　法務省令第１号）の規定のほか、金融商品取引業の固有事項については「金融商

品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に

関する規則」（日本証券業協会自主規制規則昭和49年11月14日付）に準拠して作成しておりま

す。また、商品先物取引業の固有事項については「商品先物取引業統一経理基準」（日本商品先

物取引協会　平成23年３月２日改正）及び「商品先物取引業における金融商品取引法に基づく開

示の内容について」（日本商品先物取引協会　令和２年５月28日改正）に準拠して作成しており

ます。

１. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数 ５社

・主要な連結子会社の名称 フジトミ証券株式会社

株式会社日本ゴルフ倶楽部

株式会社小林洋行コミュニケーションズ

株式会社三新電業社

株式会社フジトミ

(2) 持分法の適用に関する事項

・持分法を適用した関連会社数 １社

・主要な会社等の名称 ＢＬＵＥ　ＥＡＲＴＨ株式会社

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

1.有価証券

イ. 満期保有目的の債券　償却原価法（定額法）

ロ. その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し､売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等

　　主として移動平均法による原価法、連結子会社フジトミ証券株式会社は総平均法に

よる原価法を採用しております。

　　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２
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連結注記表

条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算

報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。

ハ. 保管有価証券 商品先物取引の委託証拠金の代用

商品先物取引法施行規則第39条の規定により商品取引

所が定めた充用価格によっております。

2.デリバティブ 時価法

3.棚卸資産

・商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下による簿価切下げの方法により算定）

・原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切下げの方法により算定）

・販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産 定率法

（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については定額法によってお

ります。

ロ. 無形固定資産 定額法

（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

ハ. リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

　貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な

履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）

は以下のとおりであります。

イ．投資・金融サービス業

投資・金融サービス業においては、金融商品取引及び商品先物取引の受託業務を

－ 7 －
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行っており、顧客の委託を受けて売買を執行する履行義務を負っております。当該履

行義務は約定日時点において、顧客が支配を獲得して充足されると判断し、約定日時

点で収益を認識しております。

ロ．生活・環境事業

生活・環境事業においては、生命保険、損害保険の募集、ＬＥＤ照明等の販売、

広告用電設資材卸売等を行っております。保険募集業務については顧客との契約が成

立し顧客が保険会社へ保険料を支払った時点、商品及び製品の販売については、顧客

に商品及び製品をそれぞれ引き渡した時点で収益を認識しております。代理人として

販売に関与している場合には、純額で収益を認識しております。

なお、ＬＥＤ照明のレンタルに係る契約については、契約期間にわたり均一のサ

ービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し

ており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。

ハ．スポーツ施設提供業

スポーツ施設提供業はゴルフ場関連事業を行っております。ゴルフ場におけるサ

ービスの提供においては、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

ニ．不動産業

不動産業においては、不動産賃貸業、宅地建物取引業を行っております。不動産

賃貸業については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、役

務を提供する期間にわたり収益を認識しております。宅地建物取引業における不動産

の販売については、顧客に販売用不動産を引き渡した時点で収益を認識しておりま

す。

ホ．インターネット広告業

  インターネット広告業はＳＥＯ対策、サイト制作、コンサルティング業務等を行っ

ています。これらのサービスの提供においては、約束した財又はサービスの支配が

顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で

収益を認識しております。

⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ. 退職給付に係る負債の計上基準

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

ロ. のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、その効果の及ぶ合理的な期間で均等償却を行っておりま

す。

３. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。
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４. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

５. 会計上の見積りに関する注記

（繰延税金資産の回収可能性）

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産　54,187千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　繰延税金資産については、将来の利益計画に基づいた課税所得及びタックスプランニン

グにより、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上し

ております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その

見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度の連結計算書類にお

いて繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。

６. 会計上の見積りの変更に関する注記

該当事項はありません。

７. 誤謬の訂正に関する注記

該当事項はありません。

８. 追加情報

該当事項はありません。

９. 収益認識に関する注記

(1) 収益の分解

　当社グループは、「投資・金融サービス業」、「生活・環境事業」、「スポーツ施設提

供業」、「不動産業」及び「インターネット広告業」を営んでおり各事業の主な財又はサ

ービスの種類は、「金融商品取引・商品先物取引の受託業務」、「生命保険、損害保険の

募集、広告用電設資材卸売、ＬＥＤ照明の販売」、「ゴルフ場関連事業」、「不動産の賃

貸及び販売」、「ＳＥＯ対策、サイト制作、コンサルティング業務等」であります。

　また、各事業の売上高は2,207百万円、1,110百万円、483百万円、880百万円、366百万

円であります。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

　「２．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (4) 会計方針

に関する事項　④収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

－ 9 －



2026/05/25 18:25:41 / 25298984_株式会社小林洋行_招集通知

連結注記表

現金及び預金 300,000千円

預託金 16,000千円

建物 253,341千円

土地 208,043千円

計 777,384千円

金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正

する内閣府令附則第２条第１項第４号に基づく特定

委託者保護基金による代位弁済委託契約額
50,000千円

商品先物取引法施行規則第98条第１項第４号の規定

に基づく委託者保護基金による代位弁済委託契約額 30,000千円

　　　　計 80,000千円

保管有価証券 507,278千円

(5) 有形固定資産の減価償却累計額 2,434,502千円

10．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

(2) 預託資産

　　取引証拠金の代用として株式会社日本証券クリアリング機構へ預託しております。

(3) 分別保管資産

金融商品取引法第43条の2の規定に基づき、日証金信託銀行株式会社に分別保管しており

ます。

　預託金（顧客分別金信託）　　　　　　　　　　　　　　 20,000千円

(4) 分離保管資産

    商品先物取引法第210条の規定に基づき、日本商品委託者保護基金に分離保管しなければ

ならない保全対象財産額はありません。なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委託

者資産保全措置額は50,000千円であります。

(6) 金融商品取引責任準備金 金融商品取引法第46条の５

(7) 商品取引責任準備金 商品先物取引法第221条

11. 連結損益計算書に関する注記

　　該当事項はありません。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 12,554千株 －千株 －千株 12,554千株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 105千株 502千株 －千株 607千株

2025年６月27日開催の第78回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 62,245千円

・１株当たり配当額 ５円

・基準日 2025年３月31日

・効力発生日 2025年６月30日

2026年６月26日開催の第79回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 71,680千円

・１株当たり配当額 ６円

・基準日 2026年３月31日

・効力発生日 2026年６月29日

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

12. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

①　保管有価証券 507,278 724,683 217,404

②　投資有価証券

    その他有価証券 2,628,609 2,628,609 －

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 26,950

投資事業有限責任組合 40,000

13．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループの主たる事業は、金融商品取引及び商品先物取引の受託業務を行う投資・金

融サービス業であります。これらの事業はすべて自己資金でまかなっております。資金運用

については短期の預金及び満期保有目的債券等によっております。

　営業債権である委託者未収金及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。差入

保証金は、当社グループ顧客が行っている金融商品取引に係る受入保証金及び商品先物取引

に係る預り証拠金であり、金融商品取引所及び商品先物取引に基づく清算機構へ預託してお

ります。また、委託者先物取引差金は当社グループ顧客が行っている商品先物取引に係る値

洗い額であり、預り証拠金により担保されているため、リスクは非常に低いものでありま

す。投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行

っています。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。

（単位：千円）

（＊１）「現金及び預金」、「委託者未収金」、「売掛金」、「差入保証金」、「預託

金」、「買掛金」、「未払法人税等」、「預り証拠金」、「受入保証金」は短期間

で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（＊２）以下の金融商品は市場価格がないことから「②投資有価証券」には含まれておりま

せん。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格に

より算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプッ

トを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株　式

その他

2,543,692

12,470

－

72,446

－

－

2,543,692

84,916

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

保管有価証券 724,683 － － 724,683

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル

に時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式等は相場価格を用いて評価しております。上場株式等は活発な市場で取引さ

れているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社連結子会

社が保有している私募債等は市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格と

は認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

保管有価証券

　取引に基づくものであり、時価については、株式及び倉荷証券は取引所の価格によっ

ており、債券は取引所の価格又は金融機関から提示された価格によっております。ま

た、投資信託については公表されている基準価格によっており、レベル１の時価に分類

しております。
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連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

2,179,202千円 △5,528千円 2,173,674千円 4,209,181千円

(1) １株当たり純資産額 843円08銭

(2) １株当たり当期純利益 22円75銭

14. 賃貸等不動産に関する注記

　当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のマンション、オフィ

スビル（土地を含む）等を有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関

する賃貸損益は145,074千円（主な賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）

であります。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりで

あります。

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

（注２）当期増減額のうち、主な増加額は不動産の取得52,435千円、主な減少額は減価償却費

54,643千円であります。

（注３）当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑

定評価書に基づく金額、その他の物件については適切に市場価格を反映していると考え

られる指標に基づく価格等によっております。

15. １株当たり情報に関する注記

16. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

17. その他の注記

該当事項はありません。

－ 14 －



2026/05/25 18:25:41 / 25298984_株式会社小林洋行_招集通知

株主資本等変動計算書

（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

資 本 剰 余 金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

2 0 2 5年４月１日期首残高 2,000,000 1,186,212 1,186,212 360,000 4,000,000 24,772 4,384,772 △71,219 7,499,765

事 業 年 度 中 の 変 動 額

別途積立金の取崩 △100,000 100,000 － －

剰 余 金 の 配 当 △62,245 △62,245 △62,245

当 期 純 利 益 16,882 16,882 16,882

自己株式の取得 △200,381 △200,381

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － － － △100,000 54,637 △45,362 △200,381 △245,743

2 0 2 6年３月3 1日期末残高 2,000,000 1,186,212 1,186,212 360,000 3,900,000 79,409 4,339,409 △271,600 7,254,021

評価・換算差額等
純 資 産
合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2 0 2 5年４月１日期首残高 656,460 656,460 8,156,226

事 業 年 度 中 の 変 動 額

別途積立金の取崩 －

剰 余 金 の 配 当 △62,245

当 期 純 利 益 16,882

自 己 株 式 の 取 得 △200,381

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

229,717 229,717 229,717

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 229,717 229,717 △16,026

2 0 2 6年３月3 1日期末残高 886,177 886,177 8,140,199

株主資本等変動計算書
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2026/05/25 18:25:41 / 25298984_株式会社小林洋行_招集通知

個別注記表

個別注記表

　当社の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は会社計算規則（平成28年１月８日

法務省令第１号）に準拠して作成しております。

１. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

1.有価証券

① 満期保有目的の債券　　　　　　償却原価法（定額法）

② 子会社株式 移動平均法による原価法

③ その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し､売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等

　　主として移動平均法による原価法を採用しております。

　　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２

条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算

報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。

2.デリバティブ 時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については定額法によってお

ります。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

② 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容

及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおり

であります。

－ 16 －
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現金及び預金 250,000千円

建物 253,341千円

土地 208,043千円

計 711,384千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,452,349千円

株式会社三新電業社 100,000千円

当社は持株会社として、グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務、不動産賃

貸業を行っております。主な収益であります不動産賃貸業については、契約期間にわた

り均一のサービスを提供するものであるため、役務を提供する期間にわたり収益を認識

しております。

３. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

４. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

５. 会計上の見積りに関する注記

該当事項はありません。

６. 会計上の見積りの変更に関する注記

該当事項はありません。

７. 誤謬の訂正に関する注記

該当事項はありません。

８. 追加情報

該当事項はありません。

９. 収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「２．重要な会

計方針に係る事項に関する注記　(4) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。

10. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

(3) 保証債務

以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

－ 17 －
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長期金銭債務 19,950千円

売上高 88,368千円

売上原価 152千円

営業費用 5,047千円

営業取引以外の取引高 2,331千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 105千株 502千株 －千株 607千株

繰延税金資産

電話加入権 8,634千円

固定資産 1,372千円

投資有価証券 7,095千円

税務上の繰越欠損金 56,256千円

差入保証金 1,544千円

退職給付引当金 3,580千円

その他 2,648千円

繰延税金資産小計 81,132千円

評価性引当額 △81,132千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △397,529千円

繰延税金負債合計 △397,529千円

繰延税金負債の純額 △397,529千円

(4) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

11. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

12. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

13. 税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

14. リースにより使用する固定資産に関する注記

該当事項はありません。
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種 類
会 社 等

の 名 称

議 決 権 等 の

所 有 割 合

関連当事者

と の 関 係
取引内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社
フジトミ証

券株式会社
100.00％

不動産の

賃貸借契約

役員の兼任

本社事務所の

賃貸(注)１
46,368

その他の

固定負債
19,950

子会社

株式会社

日本ゴルフ

倶楽部

100.00％

(17.64％)

不動産の

賃貸借契約

資金の援助

役員の兼任

ゴルフ場施設

の賃貸(注)１
39,600 － －

資金の貸付

(注)２
－

関係会社

短期貸付金
135,000

利息の受取

(注)２
1,350 － －

子会社
株式会社

三新電業社
100.00％

資金の援助

役員の兼任

債務保証

(注)３
100,000 － －

資金の貸付

(注)２
120,000

関係会社

長期貸付金
  40,000

資金の回収 80,000 － －

利息の受取

(注)２
341 － －

(1) １株当たり純資産額 681円38銭

(2) １株当たり当期純利益 １円37銭

15. 関連当事者との取引に関する注記

関連会社等

(単位：千円）

取引条件及び取引条件の決定方針等

１. 不動産の賃貸借契約については、市場価格、近隣の取引事例等を参考に交渉の上決

定しております。

２. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利息を決定しております。

３. 債務保証については銀行からの借入に対して債務保証を行っております。

(注）（　）内は、間接保有割合で内数であります。

16. １株当たり情報に関する注記

17. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

18. 連結配当規制適用会社に関する注記

該当事項はありません。

19. その他注記

該当事項はありません。
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